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１．契約保証について 

契約金額の 100 分の 10に相当する金額以上の金額を納付すること。 

契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合におけ

る当該担保の価値は、その保証する金額とする。 

(1) 無記名の国債又は地方債 

(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証 

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第 4項に規定する保証事業会社の保証 

(4) 特別の法律により設置された法人の発行する債券 

 

２．契約保証金の納付の免除について 

下記のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除するこ

とができる。 

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

(2) 市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去 2年間に国

(公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上

にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。ただし、工事又は製造の請負に係る契約で、契約

金額が 500 万円以上のものについては、この限りでない。 

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

 

３．落札時の届出書の提出について 

落札候補者は，資格審査書類提出時とともに様式第 1 号「契約保証に関する届出書」に契約

保証の方法を記載のうえ提出すること。 

 

４．契約締結にあたっての取り扱いについて 

契約保証の必要な場合において、契約履行保証の措置を取らなければならない。なお、落札

決定後速やかに契約書と保証証書等を提出できるよう、金融機関、保証会社及び保険会社等に、

円滑に保証証書等を発行してもらえる手配をすること。 

(1) 契約保証金を金銭で納入する場合 

(ｱ) 契約保証金の納入通知書の発行を受け，胎内市指定金融機関・胎内市指定代理金融機関

胎内市収納代理金融機関・胎内市役所・胎内市黒川支所へ納付すること。 

(ｲ) 納付後は，当該金融機関の収納印のある領収書の写しを契約保証金納付届に貼付のうえ，

工事請負契約書とともに提出すること。 

(2) 金融機関等の保証による場合 



(ｱ) 金融機関等が発行する保証書を工事請負契約書とともに提出すること。 

金融機関とは，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法

律第１９５号）に規定する金融機関等。 

(ｲ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

(ｳ) 保証期間は，工期を含むものとすること。 

(ｴ) 保証債務履行の請求の有効期間が，保証期間の末日の翌日から起算して６ヶ月以上確保

されていること。 

(3) 保証事業会社の保証による場合 

(ｱ) 保証事業会社が発行する保証証書を工事請負契約書とともに提出すること。 

保証事業会社とは，公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。 

保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 

(ｲ) 保証期間は，工期を含むものとすること。 

(ｳ) 保証債務履行の請求の有効期間が，保証期間の末日の翌日から起算して６ヶ月以上確保

されていること。 

(4) 公共工事履行保証証券の保証による場合 

(ｱ) 保険会社が発行する公共事業履行保証証券の保証に係る証券を工事請負契約書ととも

に提出すること。 

(ｲ) 保証期間は，工期を含むものとすること。 

(ｳ) 保証債務履行の請求の有効期間が，保証期間の末日の翌日から起算して６ヶ月以上確保

されていること。（公共工事用保証契約基本約款の保証責任期間を参照） 

(5) 履行保証保険契約の締結による場合 

(ｱ) 保険会社が発行する履行保証保険の保証証券を工事請負契約書とともに提出すること。 

(ｲ) 保証期間は，工期を含むものとすること。 

(ｳ) 保証債務履行の請求の有効期間が，保証期間の末日の翌日から起算して６ヶ月以上確保

されていること。（特約条項による瑕疵保証期間等の利用） 

(ｴ) 履行保証保険は，定額てん補方式を申し込むこと。 

 

５．契約解除時の契約保証企の取扱いについて 

請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは，上記により納付された契約保証

金又は保証により支払われた保証金等を胎内市に帰属するものとする。 

なお，違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は，別途超過分を徴収する。 

 

６．工事完成時並びに請負代金額の変更等の場合の取扱いについて 

別途指示により契約保証金の返還又は契約保証金の変更等の処理を行うこと。 


